
オンラインゲーム・eス ポーツ議員連盟総会

日時 :令和 4年 2月 16日 (水)8:00
場所 :衆議院議員第一議員 1階国際会議室

式 次 第

司会 :松原 仁 事務局長

1.河村 建夫 会長 挨拶

議題

1.役員人事について

2.規約改定について

3.2022年アジア競技大会の eス ポーツ日本代表選手参加に向けた取組み

4.オンライングームにおけるイコールフッティングについて

5.そ の他

以 上

∩
∠

【民間団体・企業等】(敬称略)

。日本 eス ポーツ連合

(JeSU)
岡村 秀樹 会長

浜村 弘一 副会長

井澤 俊樹 事務局長代理

・ 日本オンライングーム協会

(JOGA)
植田 修平 共同代表

越智 政人 共同代表

川口 洋司 事務局長
・JOGA会員企業

株式会社 ミクシィ
〃

川崎 剛 社長室渉外 G
森友 祐一 法務部渉外 G
池田 潤エヌ・シーデャハ

°
ン株式会社

【行政側出席者】(敬称略)

。消費者庁

取引対策課

庁表示対策課

奥山 岡1

南 雅晴

課長

課長

。金融庁

総合政策局リスク分析総括課資金決済モニタリング室

伊藤 公祐 室長

。経済産業省

商務情報政策局コンテンツ産業課 高木 美香 課長

・スポーツ庁

串田俊巳

国際課          新井知彦

【関係団体】
・公益財団法人 日本オリンピック委員会

星野一朗

籾井圭子

次長

課長

専務理事

常務理事



「オンライングーム・ eス ポーツ議員連盟」規約 (案 )

【名称】

第 1条 本連盟は、「オンラインゲーム・ eスポーツ議員連盟」と称する。

【目的】

第2条 本連盟は、クールジャパン戦略の骨格をなすオンラインゲーム・eス

ポーツ業界の可能性を伸ばし、クールジャパンコンテンツを世界に展

開していくことで、日本のプレゼンスの向上と経済の活性化を推進 し

ていくことを目的とする。

【会員】

第3条 本連盟はその趣旨に賛同する国会議員をもって構成する。

【役員】

第4条 本連盟の役員は、会長 1名 、会長代行 1名 、副会長若千名、事務局長

1名 、事務局次長若干名 とする。

【顧問・幹事】

第5条 本連盟は顧間、幹事を置くことができる。

【事業】

第6条 本連盟は第2条における目的を達成するために必要な事業を行う。

【会費】

第 7条 本連盟の経費は会費をもってこれに充てる。会費は月額 100円 とす

る。

【総会】

第8条 本連盟の総会は年 1回 とし、必要に応 じて臨時総会を開くことができ

る。

【改正】

第9条 本規約は総会において改正することができる。



ンラインゲーム・ eス ポーツ議員連盟役員 (案 )
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済産業省

eスポーツに関する経済産業省の取組

令和 4年 2月 16日

経済産業省コンテンツ産業課



●eスポーツは、大会運営等からなる直接市場以外に周辺市場・産業への経済効果が

見込まれるほか、経済効果を超えた、様々な社会的意義をもたらす。

社会的意義´

I クールジャバン

国際交流 理嚢
市場形成・拡充

関連
グッズ統合型リゾート (IR)

観光業の振興

大会ツアー

練習場整備

プロチーム設置

専用ウェア

専用チェア
チート判定

関連機器

スピーヵ― 通信機器

ディスプレイ 通信環境

地方創生

大会用会場

(競技場)

リーグの運営

eスポーツ市場
(約 48饉円 :2018年時点〕
・スポンサー
・放送/配信権
・広告
・グッス/チケット
・ライセンス

ヘルスケア
健康増進

障害者対応製品

(PC・ マウス等)

イテ

ス

ニ
ネ

ユ

ン゙
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コ
大会運営

認証機関

コンサル

金融

保険

フロ選手育成

専門学校 ゲーム・システム

高校 ,大学  開発者育成

教育的活用
産学連携

ユニバーサルデザイン

共生社会の実現

奪

00

1偽 新市場・新産業の創出

∴

経済社会全体から見たeスポーツの意義 (経済効果と社会的意義)

===1¬[幸翼

ゲーミングPC
専用マウス

人材育成・ IoT教育

異分野融合研究

多様な人材の活躍の場 １

■



eスポーツを活性化させるための方策に関する検討会 (e活検)

● 令和元年度「e活研」において、 eスポーツ市場規模の目標および中長期的
アクシ∃ンを検討した。

中村 伊知餞    慶應義塾大学大学院メデイアデザイン研究科 教授 く座長>

安生 健―団    インテル株式会社 技術本部技術部長

加藤 貴弘     穂島県庁課長補佐 (椰島県「 eスポーツ」推進タスクフォース・主宰)

小林 大祐     日本テレビ「eGG」 プロデユーサー

杉山 賢      ゴール ドマン・サックス証券株式会社 投資躙査部 ヴアイス・プレジデント

蘭丼 晴彦     一般社団法人日本旅行業協会 国内・訪日旅行推進部長

高木 曽宏     西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士

高橋 義雄1     筑波大学大学院スポーツ健康システム・マネジメント専攻 准教授

田中 栄一     日立病院機構八曇病院 作業療法士

谷  加奈     プロeスポーツ選手 (たぬかな)

谷ロ ー      プロeスポーツ選手 (ときど)

田原 尚展     C4LAN 総合プロデューサー

友利 洋―     株式会社XENOZf瞳取締役 (SCAR2)・ チームSCARZ代豪

豊田 風佑     ―般社団法人Gaming Community Network代表

松本 鳳―     株式会1社,CG代表取締役

山地 康之     一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 事務局長

【オブザーバー】
KpMGコ ンサルテイング

【検討事項】
周辺市場 。産業への経済効果を含めた、国内の
eスニーツ市場の長期目標の算出

調査分析 (主要国の発展経盤を類型化)

経済産業省のほか、内閣府、総務省、消費者
庁、スポーツ庁、と菫墨宣庁がオブザーバー参加

経済産業省 商務情報政銀面  コンテンツ産業課

内閣府   知的財産戦略推進事務局

総務省  情報流通行政局 情報流通振興課

消賣者庁  表示対策屎
スポーツ庁 政策課

※構成員の役職は開催当時。
2

【開催概要】
時 期 :令和元年 9月～令和 2年 2月 (計 5回 )

受託先 :一社 。日本 eスポーツ連合 (JeSU)

②海外主要国における、eスポーツの発展経緯の

③市場の成長、社会的意義の深化、の両面から、
中長期的に必璽盤アクションの検討 。提言

【構成員】※右図参照
○ゲームパブリッシャーや大会運営者に加えて、
プロ選手、関連事業者、法律実務家、学識経験
者など、蝠広堕宣菫者」豊画

構成員 (敬称略・座長以下五十音順)



直接市場の市場規模の予測と目標

● eスポーツ先進国の成長見込み、国内のスポーツ浸透度合いを参照しながら、
2025年時点で見込まれる

〃
フアン数

″
と
″一人あたり価値

″
の組み合わせを検討。

● 検討会として、直接市場の長期目標を2025年に600“700億円と試算。

日本における直接市場の予測と長期目標 (億円)

600～700

2018
推定値

2022
予測値

2025
長期日標

(試算 )

出所 :KADOKAWA Came Llnkage(2019年 発表)の値で・一人当たり価値 (賞金額を除いた直接市場(44億 )/フ ァン数(382万))を計3

『
ｊ

上記目標に留まらず、更なる価値向上を

目指すべきとの意見も挙がつた

「デジタルテクノロジーの活用により新たな応援や観戦文化を

根付かせ、 eスポーツの付加価値を高める事でより高単価なコ

ンテンツやアイテムの購入を促す」

2025年

フアン数

2′700-円 /人

【

L

ゆ

韓国並み浸透度/プロ野球並み
のフアン数

2′ 300-2′ 600
万人

先進国の最大伸び率(=2.3倍)で

成長した場合の1人あたり価値
(2018年は1′ 150円/人 )

1人あたり
価値

44

91



周辺産業領域を含めた全体市場の予測と目標

● 周辺産業領域を、
2不重交買に分角写し、

● 検討会として、全体市場の長期目標を2025年に2′850-3′ 250億円と試算。

日本における波及領域を含めた

市場の予測と長期目標 (億円)

波及効果計算は総務省の提供する産業連関総表 *(ある産業に新たな需要が発生した場合

に、どの産業にどれくらい形で生産が波及していくのか算出する仕組み)を基に試算

波及領域

エコシステム領域  695
日■■ 直接市場

338

2022
予測値

(試算 )

(注)エコシステム領域内の項目(関連機器や旅客輸送/宿泊施設など)はフアン数の増加のみに連動して試算 (直接市場の一人価値上昇とは運動 しない)

出所 .КADOKAVVA Gamel.lnkage t2o19年 発表 itノ:)値 で一人当た r)′
~1 

、 :金毬1を除した1.接市I(441」
)′

フアン数 (382万 )`を計■

4

直接市場から近い順に
″エコシステム領域

″
、
′′
波及領域

″
の

経済的な波及効果を検討。

【試算の仮定】
エコシステム領域の経済活動が周辺産業へ与える波及効果を参考情報として簡易

試算

観戦に訪れた際の飲食店利用や・小売店利用

視聴の際に利用される通信費

PC製造に関わる電子部品・プラスチック部材製造

施設・カフェを新設する際に利用される建設材料製造

労働者の移動費用、,肖費される電力、出版物等

2′850`V3′250
大会観戦   →

大会視聴   →

機器購入   →

建設事業   →

イベン ト開催 →

～

口
］

【試算の仮定】
エコシステム領域の経済活動として、次の業種において eスポーツに係る固有の

付加価値を生み出す事業を簡易試算

182

112

‐1.1

2018
推定値

230

91



eスポーツ大会の開催に関する法的整理について 牟)矛口2`年6月 18日
内閣府、警察庁、消費者庁

「こ天示―ツ大会の実施」と「不当景品類及び不当表示防止法」「風俗営業等の道正化等に関する法律」「刑法」との関係については、消費者庁、

法
1-
l`_ ヽ である。

法令名 課題・論点 消費者庁、警察庁及びJesuにおける整理

刑法

(賭博罪)

〈訓RfEヨ〉
・eスポーツ大会の賞金に上限が生じる可能性がある。
(賞金最高額が10万円に限られる懸念)

〈論点〉
。大会の高額賞金が景品表示法の規制を受けるか。

(eスポーツ大会の賞金と景品表示法の関係の明確化)

消費者庁
・興行性のあるeスポーツ大会の上位者に対する賞金は、「仕事の報酬」と見るこ

とのできるものであることから、景品表示法上の景品類に該当せず、同法の規制

を受けないと考えられる。
(このような考え方は、(―社)日 本eスポーツ連合からの法令適用事前確認手続 (ノ

ーアクシヨンレ

ター制度 )に基づく照会に対して回答済み (令和元年 9月 3日付))

〈課題〉
・eスポーツ大会が、風適法上のゲームセンター等に該

当 する可能性がある。

〈論点〉
。大会等が風適法の規制を受けるか。

(風適法上の 「遊技をさせる営業」に該当するか整理 )

警察庁
。大会力出現戦業と整理される場合、参加料はその選考への参加費用となることか

ら、遊技の対価としての金銭の徴収に該当せず、「遊技をさせる営業」に当たら

ないとの整理が可能。
。大会運営費用を上回らないことを見込んで参加料を徴収する場合には、「遊技

をさせる営業」に当たらないとの整理が可能。

(言ヨR編巨)
ヽ eスポーツ大会で競技の参加者から徴収した参加料の

一部を資金提供した場合、賭博罪に該当する可能性が
ある。

〈論点〉
・競技参加者からの参加料の―部を賞金提供しない大会

の開催は可能か。

(参加料徴収と賞金提供との関係の明確化 )

関係省庁に対するヒアリングを踏まえたJeSU※の見解
・法務省から「犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄

であり、お答えする立場にない。賭博とは、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解され

ており、『財物の得喪を争う』とは、敗者が財産を失い、勝者がこれを得ることを意味すると解されて

いる。以上の一般論は、eスポーツと他の一般的スポーツ競技等とで変わるものではない。」との聴

き取り
・]eSUとして、eスポーツにおいても、賭博罪の成否について、以下の場合であれ|よ 参加者から徴

収した参加料の一
=β

を賞金提供したことにはならなしtの整理が可能と考えられる。

①賞金・賞品が、参加者や主催者以外の第三者 (スポンサー)から提供されること

②参加料が会場費やスタッフの活動買などの大会運営費用にのみ充当され、賞金・賞品に充当

されていないこと

※ JeSU:一般社団法人 日本eスポーツ連合  5

令和 2年 7月 2日 (木)オンライングーム・eスポーツ議員運盟 臨時総会 資料より |

警察庁及びJeSUにおいて、以下の通り整理されており、この整理によれば、

不当景品類及び

不当表示防止法

(景品表示法 )

風俗営業等の

道正化等に関する法律

(風適法 )



eスポーツ練習施設の普及・拡大に向けた取り組み

■eスポーツの裾野拡大やトップアスリートの育成においては、練習施設の普及・拡大は欠か
せないが、施設の開設・運営にあたつては、風営適正化法上の課題を整理する必要がある。

■現在、JeSUが、風営適正化法上の許可を取得することなく、eスポーツ練習施設を開設す

るための

■具体的には、指導者の常駐、適切な指導体制の整備、設置機材に関する基準、地域の健全

性の確保といった諸条件を満たしたものを、風営適正化法上のゲームセンター等営業の規

制の対象としない扱いがなされるものとして、 eスポーツ練習施設を開設・運営すること

が可能となるような制度をガイドラインとして整備するもの。

■JeSUでは、このガイ ドラインの運用画の課題を検証するため、警察庁の協力の下、一部の

′
０

eスポ ーツ においてノくイ ッ ト事業の を準備中。

一般社団法人日本 eスポーツ連合 (JeSU)が、eスポーツ練習施設の普及
拡大を 的として、認定ジム制度等に関するガイドラインを整備中。認定ジ
ム制度の運用に向けて、パイ ット事業の準備を進めている。



Z世代におけるeスポーツ及びゲーム空間における広告価値の検証事業
● 2020年末より、Z世代 (1998年～2016年生)が世界最大の消費者グループ (23億人)になる

ことを踏まえ、各企業においても、Z世代を対象としたコミュニケーションを図る方策を模索し

ているところ。

● ゲーム空間やeスポーツは、Z世代を中心とした若年層が関心を寄せている分野であり、各企業

が広告出稿したいものの、標準化されたメ トリクスがなく、効果検証ができないため投資をし

づらい状況にある。

● そこで、Z世代におけるゲーム空間やeスポーツにおける広告価値の検証を行い、「ゲーム空

間・eスポーツと経済の好循環」を発展させる 0

【実施概要】
・時 期 :令和 3年 12月～令和 4年 3月

検討委員会

○開催 ロ 数 3

○構成員 :9名 (右 文 参照 )

ゲームパブリッシャーや動画配信PFに加えて、
プロ選手、関連事業者、学識経験者など、幅広  千葉 茂

い有識者が参画

検討内容 :

Z世代の消費動向や価値観、二一ズやアプロー
チ事例などの取り上げ、ゲーム・eスポーツに
おける広告価値の検証

ロ

カロ藤

序

小谷

隅田

貴昭

大河

雅俊

裕也

戸塚

浜村

平野

百地

佑貴

弘―

亜矢

裕子 フ
′。実施結果 :令和 4年 4月以降に公表予定

・受託先 :KPMGコ ンサルティング株式会社

検討委員会 構成員 (敬称略・座長以下五十音順)

慶應義塾大学 環境情報学部 教授 【座長】

ゲームキャスター

sBlホ ールディングス株式会社

グーグル合同会社
YouTube(3ame Contents PaltnershipS St“ ategiC Parl:ner Manager

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

事業推進本部 主幹

株式会社アカツキ 取締役

一般社団法人日本eスポーツ連合 副会長

日経クロストレンド編集 副編集長

プロeスポーツ選手 (チ ョコプランカ)



●
TEAM JAPAN

eスポーツ選手の杭州アジア競技大会の参加について

公益財団法人日本オ リンピック委員会

令和4年 2月 16日



第19回アジア競技大会(2022/杭州)概要

大会期間 2022年 9月 10日 (土)～ 25日 (日 )16日 間

実施競技 40競技61種別

(eス ポーツは「マイン ドスポーツ」の中の 1種 日として位置づけられている。 )

主競技場 杭州オリンピック・スポーツ 。エキスポセンター

(大会では44箇所の会場が使用される予定)

【参考】
競技・種別 競技・種別

陸上競技 17 馬  術

18 フェンシング

19 柔  道

20 野球/ソフトボール

21 バドミントン

22 射  撃

水  泳

23 近代五種

サッカー 24 ラグビーフットボール

4 テニス 25 スポーツクライミング

26 カヌーボート

ホッケー 27 アーチェリー

ボクシング

バレーボール

28 マーシャルアーツ

29 武術太極挙

30 トライアスロン

31 ゴルフ

体  操

32 7h't>1
33 テコンドー

34 □―ラースポーツ

バスケットボール

35 カバディ

10

11 レスリング 36 セパタクロー

12 セーリング 37 クリケット

13 ウエイトリフテイング

14 ノヽンドフ1ミ ール

38 マインドスポーツ

15 自 転 車

39 ダンススポーツ

16 卓   球 40 トラゴンボートCopyright @ .Japanese Olympic Committee All Rights Reserved
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国内におけるeスポーツの取 り扱い

令和 4年 1月 20日 開催のJOC理事会において、「JOC派遣国際総合競技大会における」OC非加盟団体所属選手・役員の派遣方法について」

決議し、非加盟団体でも特定の条件を満たした場合には旦杢重量聾ヨ奎亜壁」謹LL二選手 。役員を国際総合競技大会に派遣することとした。

1)競技団体の条件

派遣対象大会の実施競技・種目になってお り、出場を希望 し、以下の条件

を満たす競技団体。
・国内で唯一の統括団体であること。
・法人組織であること。
・反社会的勢力が関与する団体ではないこと。
・日本スポーツ仲裁機構の仲裁又は調停の受け入れ
。日本アンチ・ ドーピング機構への加盟

2)選手選考に関する条件
・代表選手の選考にあたっては、事前に選考基準、選考方法等を選手、指導者、

関係者に適切に周知 し、公平かつ公正な選考方法で実施すること。
・参加する大会でメダル獲得及び入賞等活躍が十分期待できる者を選考すること。
・選考選手は、アンチ 。ドーピングに関する知識を有 し、 ドーピング検査及びイ

ンテグリティ教育を事前に受け、日本代表であるということを十分に理解 したう

えで大会に派遣されることに同意 していること。
・本会が定める国際総合競技大会等派遣規程、日本代表選手団行動規範等を理解

し、遵守、誓約すること。

3)帯同指導者に関する条件
・アンチ・ ドーピングに関する知識を有 し、 ドーピング教育及びインテグリティ教

育を事前に受け、日本代表であるということを十分に理解 したうえで大会に派遣さ

れることに同意 していること。
・本会が定める国際総合競技大会等派遣規程、日本代表選手団行動規範等を理解 し、

遵守、誓約 したうえで、当該競技の経験を有 し、適格に選手を指導できること。
・チーム全体を統括、監督できること。

4)経費負担に関する条件
。大会参加に関わる渡航費、宿泊費、食費、保険、支給公式ウェア、 ドーピング検

査等派遣に係る費用は、全額競技団体の負担とする。

5)選手・役員の位置づけ
。編成数については、本会との個別折衝等を経て決定する。
。日本代表選手団の一員とする。

○その他
。当該競技団体からは、上記事項を含めた「派遣に関する覚書」の提出を受ける。
・規程等に違反 した場合、日本代表選手団としての本人・チームの資格を剥奪 し、

当該大会の次大会終了までの期間、他本会派遣大会にも派遣 しない。

Copyright @ Japanese Olympic Committee All Rights Reserved.
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2022年 2月 現在

開催年/開催都市 2018/ブ ャカルタ・ハ
°
レンハ

゛
ン(インドネシア) 2022/杭州 (中国)

実施競技としての位置づけ
公開競技 (デ モンストレーション)

40競技465種 目+2公開競技

正式競技
40競技482種 目

選手・スタッフ等の取扱い 日本代表選手団外 日本代表選手団員   ※NF村外サホ
°―トスタッフ除く

競技成績の取扱い 日本代表選手団には含まず 日本代表選手団に含む

選手選考等の方法 NFに て選考 し、派遣者を決定
NFにて選考し、JOCへ推薦。JOC理事会にて承認。
(NF個別折衝により編成数を決定)

エン トリー方法
組織委員会からの要請により、エントリー手続
のみ」OCが代行

JOCと して対応

日本代表選手団オフィシャルスホ
・―ツウェア等

対象外
※OCA力

・
イト
・
ラインに沿った競技ウェアをNF独 自に作成

着用可 *

派遣前手続き

(メデイカルチェック、アンチドーピング

対応、採寸・写真撮影等)

対象外
※アンチ・ドービング対応のみ」ADAと 連携し実施

JOCと して対応 *

渡航手配関係 NFに て対応 JOCと して対応 *

上記他、派遣に係る経費 全てNF負担 全てNF負担 (上記 *項目)

選手団ハンドプック・報告書掲載 対象外 あ り

4Copyright O Japanese Olympic Committee All Rights Reserved
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令 和 4年 2月 16日
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ゲーム事業者に対する資金決済法の適用等について

> プラットフォーム経由でオンラインゲームを配信しているゲーム事業者は、前払式支払手段の要件を満たすゲー

ム内アイテム (コ イン等)を 日本人向けに発行している場合には、国内事業者か海外事業者かを問わず、資金決

済法上、基準日の未使用残高が1千万円を超えた場合には、原則、届出が必要。資金決済法 (施行令 口施行規則・

事務ガイ ドライン含む。)の適用を受ける。
(注 1)前払式支払手段の要件 ① 金額等の財産的価値が帳票等 (コ ンピュータ・サーバを含む)に記載 。記録されていること (価値の保存)

② 金額・数量に応ずる対価を得て発行される証票等であること (対価発行)

③ 物品の購入等において、代価の弁済に使用されること (権利行使)

(注 2)使用期間が 6ケ月未満は法規制の適用除外。

【ご参考 :資金決済法上の目的 。監督等】

[目 的]資金決済法は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保 し、その利用者等を保護するとともに、前払式支払手段の発行について、必要

な措置を講じ、資金決済システムの安全性、効率性及び利便性に資することが目的。

[監督]前払式支払手段の発行業務の適正かつ確実な遂行を確保するため、財務局への各種報告書の提出、立入検査、報告徴求、業務改善命令、業務

停止命令等を規定。

資金決済法上の届出義務等

【日本オンラインゲーム協会との連携】
> 日本オンラインゲーム協会より「AppStore、 GooglePlayの 売り上げランキングTOP50内 の海外企業ゲームリス ト」

の情報提供を定期的に受ける等、連携を実施。

【個別事業者への対応 (2022年 1月 末時点)】

> 情報が寄せられた海外ゲーム事業者のうち、無届出の疑いがある43先については、個別に連絡を取って資金決済

法の説明等を行い、ゲーム内アイテムの発行の実態等を把握。現時点の対応状況は、財務局へ届出済 :20先、届

出基準に満たず届出不要 :9先、届出作業中 :7先、実態確認中 :7先。

【資金決済法の周知 口注意喚起】
> 金融庁等ウェブサイ トにて資金決済法周知用リーフレット「日本国内向けに課金があるゲームを配信する場合、

ゲーム事業者は資金決済法に基づく届出が必要です !」 (日 日英 口中併記版)公表中。

【関係先への協力要請】
> オンラインゲームを配信するプラットフォーマーに対しても、協力要請済み。

これまでの対応状況



(Provisional translation/暫 日寸
'ヽ

|]抒li季 )

日本国内向けに課金があるゲームを配信する場合、

ゲーム事業者lき

資金決済法(※ )に基づく届出が必要です ′

When del:vering a game fhal wili be,illed in Japan,
gal:le companies are requl red Io nofify

fhe Japanese aufhorify (Local Finance Bureau)
Paymenf Services Acf.in accordance wilh fhe

在日本国内友布付費滸戒吋 ,

滸戒送菅商需要依据資金結算法(※ )申扱 !

●

■ ■

● ●

(※ )資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)/資金銘算法 (2009年法律第五十九号)

hL【カヱ

English:Payment Ser、 ′ices Act (Act No_59 of 2009)

口
■
■
口
●

APP

1勤[金融庁
l.'inancial Sen'ices Agency

|

●

麟精喘~~‐・■,´″



よくある買間/FAO/常兄同題

(Provisional translation/モ 蟹0寸的翻i季 )

どのようなゲームが、資金決済法の届出の対象ですか?

For what kind of garγles are garne cOmpanies requlred tO prO∨ide
notification?

卿神遊戒是資金結算法要求的申報対象?

一般に、課金により、ゲームアイテムが発行され、その後、そのグームアイ
テムを消費して遊ぷことができるゲームが届出の対象です。なお、海外事業
者が日本国内向けにグームを配信する場合も、届出が必要となりますのでご
注意<ださい。

(3enerally, notifica■ on is required for garnes in、 ″hich iterns are
issueci by in―garne Ourchases,and those iterns are consurned when
used.

Fore!gn game cornpanles that distrlbute a game wlth in―garne
purchases in Japan are required tol notify the Japanese authority
(Local Finance Bureau)according to the lDayrnent services′ へCt.

一般而言,通達付費消費所友行的道具的滸戒均力申扱対象。此外,海外返菅
商在日本国内友布済成也必須逆行申扱 ,t青予注意。

(アイテム購入)

(Purchase items)

(殉兵済戒道具)

(例 :コ インを10利用 )

(Examplelut‖ 12ing 10 COinS)

(例如:使用1吟滸戒市)

|

¥

※各種アイテムと交換できるゲーム内通貨やガチャチケットが典型的な例です。
Tvpical examples:In‐ ganle currency thatis exchangeable for a varietv ofiterns and

Loot box/Gacha tickets.

典型的例子就是可以用各神道具見換的滋戒内貨市或者祖蛋券。

ゲーム事業者は、どのような書類の届出を行うことになりますか?

What kind of docurnents are galΥ le companies recuired to file?

滸戒遂菅商需要提交什久報告?

1

■ ■

items

100

Coin

Ticket

■ ■

items

Coin

90

5
Ticket

Q:

5

|

日■■ □

02

日
■
●



(PЮvisional translation/暫 肘的翻澤)

ゲーム事業者は、法人情報や前払式支払手段に関する情報を記載 した「前払
式支払手段の発行届出書」の届出を行うことになります。なお、海外事業者
の場合は、必要に応 じて、届出内容について、財務局等にご確認<ださい。

Carγle cornpanies are recuired to file the ``notificatiOn of issue fOr
prepald sen/ices instrurnents,'' 、へ′hich includes the cOrnpany details
and prepaid ser∨ices instrurnents.For foreign garrle cornpanies:
olease check、″ith the Local Finance Bureau regarding the
contents of notification as necessary.

滸戒送菅商需要提交通裁法人信息及有美預付十信息的 “預付十的
友行申報弔 ''。 男外,如力海外透菅商,根据需要,清向財勢局等
各洵申扱内容。

ゲーム事業者が、A2の届出を行わないでよい場合はありますか?

∧re there cases、 ′vhere garne cornpanies are not required tO file an
∧2?

滸戒送菅商在什次情況下可以不用申扱A2?

ゲーム事業者が提供するゲーム内課金により発行されたゲームアイテム (A
lに該当するアイテム)の未使用残高 (毎年 3月末又は9月末時点)の合計
額が、過去一度も、11000万円を超えたことがない場合には、届出は不要で
す。
lf,on the dates of IVlarch 31 and SepterTlber 30,the unused
balance of garne iterns(corresponding with′ へ1)that garne
conlpanies issued by in―garne purchases has never exceeded 1 0

rnillion yen,the garne cornpanies are not recuired to notify the
Japanese authority(Local Finance[3ureau).

如果滸戒送菅商提供的辮戒内有僕友行道具 (符合Al的道具)的未用余額
(毎年 3月末或者 9月 末)的合汁金額炊未超述1000万 日元,就不需要申扱。

()主 )

・ ゲーム事業者が複数のゲームを提供している場合には、上記未使用残高の合計額
は、ゲーム毎に計算する金額ではな<、 提供しているゲーム全ての合計金額です。

・ 同一のアイテムについて、有償及び無償の両方の発行を行つている場合は、無償
で発行されたアイテムも未使用残高に算入されることがありますので、必要に応
じて、財務局等にご確認ください。

Notes:

・ ln a casein、 ′vhich a garne cOrnpany prO∨ ides rnultiple garnes,then the
unused balance above will be calculated based On the tOtal surn of all
garnes,not each garne individually.

・ lf garne cornpanies are issuing the sarne itern both for free and as a paid
itern,there are cases vvhere the said itern for free could be cOunted as
unused balance as、 vell.IPlease contact vvith your Local Finance Bureau
as necessary.

(注 )

・滸戒透菅商提供多款済戒吋,上述未用余額的合汁金額不足按単款滸戒汁算的金額 ,

両是接滸戒透菅商提供的所有済戒計算的合汁金額。
・同一済戒道具同吋友行牧費版和免費版吋,免費友行的済戒道具可能也会被十入未用

余額,根据需要,清向財井局等姿洵。

-2-
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(Provisional translation/暫 吋的翻澤)

ゲーム事業者は、∧2の届出を行つた後は、どのような規制の適用があり
ますか。

What kind of regulations、 Ⅳill be applied to garne corllpanies after
f‖ng an A2?

滸戒送菅商申扱A2后 ,適用什久規定 ?

届出を行つた後は、以下の規制の適用があります。

・ ∧1に該当するアイテムについての利用者への情報提供

・ 毎年 3月末及び9月末時点の未使用残高の2分の1以上の額の供託等
による資産保全

帳簿書類の作成・ 保存

財務局への報告書の提出

ゲーム終了の際の利用者への払戻し 等

After filine an 42, the following regulations will be applied.
' Provide information to the users regarding items that

correspond to 41.
. Safesuard the assets by havine deposits of at least half the

balance of unused issuance on the dates of l\Iarch 31 and
September 30.
. Prepare and store the books and documents.
. Submit the reports to the Local Finance Bureau.
. Provide refunds to users when the game company

discontinues the game.

申扱后,造用下列規定 :

・ 向符合 Al的滸戒道具使用者提供信息
・ 将毎年 3月 末及 9月 末的未用余額的三分之一寄存等,以保押資声。
0全」建/保存敗簿文件

・ 向財努局提交報告弔
・ 済戒停止服勢吋給使用者退款等

書類の届出を行わない場合には、どうなりますか?
〃`hatヽ A′Ould happen if a garne COrnpany did nOt file the dOCurTヽ entS?

如果不申報,有什久影噛?

届出義務違反として、 6ヶ月以下の懲役 050万円以下の罰金の対象となり

得ます。

∨iolation of the duty to file docurnents could
resultin irnprisonrnent of less than six rnonths,or
penalty charges ofless than 500,000 yen.

達反申扱文各,将被赴以 6今月以下有期徒刑或50万 日元
以下罰款。

●

Ц

一
一

-3‐
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詳し<は、必要に応じ弁護士等にご相談いただいた上で、日本国内の本店

所在地を管轄する各財務局にお問い合わせ<ださい。
For more details,please consult vvith a la、 ハ′yer and contact the Local

Finance〔3ureau that has iurisdiction in the location of your head
oiice in Japan.

如果想了解洋情,按照需要,清服律,市 等盗洵后,再服日本国内忠部所在地的所
属財努局朕系。

導ob
｀

:ぺ
/｀

ご連絡・お問い合わ世先
Oon+acl(Local F:nance Bureau)

咲系/盗洵方式

(Provisional translation/暫 吋的翻澤)

■東北財務局 金融監督第3課
Tohoku Local Finance lBureau

Financia:Supervision lDivision 13

末北財努局 金融出督第3科

022-263-1111〈代)/(忠机 )

■東海財務局 金融監督第4課
Tokai Local F:inance Bureau

Financial Supervision lDivision 4

木海財努局 金融監督第 4科

052-951-2995

■近畿財務局 金融監督第4課
Kinki Local Finance Bureau

Financial Supen′ ision lDivision 4

近畿財努局 金融監督第4科

06-6949-6520

■四国財務局 金融監督第2課
Shikoku Local Finance 13ureau

Financial Supervision lDivision 12

四国財努局 金融上督第2科

087-811-7780(代)/(忠机 )

■九州財務局 金融監督第3課
Kyusyu Local Finance 13ureau

Financia:Supervision lDivision i3

九州財芳局 金融監督第3科

096-353-6351(代)/(忠机 )

■北海道財務局 金融監督第3課
Hokkaido Local Finance 13ureau

Financial Supervision lDivision 13

北海道財雰局 金融監督第3科

011-709-2311〈代)/(忠机 )

■関東財務局 金融監督第6課
Kanto Local Finance Bureau

Financial Supervision IDivision 16

美末財丼局 金融監督第6科

048-60C)-1152

■北陸財務局 金融監督第2課
Hoku‖ ku Local Finance lBureau

Financial Supervision lDivision 12

北陥興オ募局 金融監督第2科

076…292-7854

■中国財務局 金融監督第3課
Chugoku Loca!frinance Bureau

Financial Supervision Division 13

中国財丼局 金融監督第3科

082-221-9221(代)/(忠机 )

■沖縄総合事務局 金融監督課
Okinawa General Bureau

Financia:Supervision

沖縄嫁合事努局 金融監督科
098-866-0095

管轄財務局が分からない場合の一般的なお問い合わせ先
COttd r nOt knOWing theiurisdは ion・ 咲系ノ苔洵方式 (不知道所属財努局的吋候 )

金融庁 総合政策局フィンテックモニタリング室
Financial Services Agency Strategy lDevelopnient and Management Bureau FinTech Monitorin8 0fnce

金融庁綜合政策局科技金融監督室
03-3506-6000(代 )/ (急 机 )

‐
 4 ^

■福岡財務支局 金融監督第3課
Fukuoka Local Finance lBranch Bureau

Financial SupervisiOn Division i3

福 岡財努局 金融監督第3科

092-411-5088



オンラインゲームにおける
間のイコールフッテイング
に関する提案

2022年 2月 16日
―舟隻ネ土団法人日本オンラインゲーム1務会 (JOGA)

■ ■
|



一般社 寸 法人日本オンライングーム協会

設立 :2007年 6月 設立
※前身は経済産業省関東経済産業局産業クラスター計画の一環として首都圏の
I丁&コンテンツベンチヤー支援策のもとで活動していたオンライングームフォーラム (2004年 )

役員一覧 :

共同代表理事

植田 修平
越智 政人(ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 常勤監査役 )

理事

浅丼 清(株式会社マギシステム代表取締役社長)

川本 寛之(株式会社gumi代表取締役社長 )

奥田 匡彦(株式会社ミクシィ取締役 )

五十嵐 洋介(KLab株式会社 代表取締役副社長)

戸塚 佑貴(株式会社アカツキ取締役 )

会員企業数 :62社 (2021年 12月現在)

活動内容 :

JOGAは、国内のオンラインゲーム産業振興のために以下のような活動を行つています。

オンライングームに関わる会員の事業活動支援
オンライングームガイドラインの策定とその更茉斤 (ガイドライン6、 ベストプラクテイス7)

オンライングームに関する啓もう活動

オンラインゲームに関する調査:およびマーケテイング、コンプライアンス関連セミナーの開催



日中間のオンライングームビジネスの現l状

2018年3月 中国政府は新規オンライングームタイトル配信認可を行う版号審査を中止。
そのため中国のゲーム企業は、日本や韓国等近隣諸国へのゲーム配信を強化しました。
その後12月 に版号審査は再開されましたが、中国共産党中央宣伝部の管理体制が厳
しくなつたため国内配信認可タイトルが減少しました。

一方日本では多額の広告宣伝コストをかけた中国のゲームが急増、以降国内おける中
国ゲームの売り上げま増大傾向にあります。

2021年8月 中国のメディアやコンテンツ産業を管轄する国家新聞出版署が、未成年者
に対するゲームサービスの規制を始め、さらに中国政府は11月健全なネット環境の構築を
めざしてゲームに限らず芸能等コンテンツ全般の規制を強化したため、中国企業の日本
進出はさらに加速しています。

国内においてテレビに)欠ぐコンテンツ産勇篤に成長し、コロナネ局の景多鷲彗もほとんど受けず、メタ
バース(VR)やブロックチェーン (NF丁 )、

AIの導入で今後さらなる成長が
具月イ寺できるオンラインゲームビジネス
ですが、こうした中国勢の攻勢下
苦境に立たされています。

図表 2‐5 2020年コンテンツランキング 市場規模 トップ10

ａ

，

複合型ン1兆7.567億円
動画レ

つ

“ 1兆 5・860億円 ア

ゲーム|サービス売上 ※3 1兆 5,703億 円 ― ムン

売 (広告収入除く|
静止画・テキスト8,728億円 新4
動画5 6,870億円 Nト

静止画 。テキスト6,661億円′０

静止画 。テキスト5。 576億円7
動画収益)4.753億円 ア ノビ (CATV事業営Ａ

》

静止4.551億円 電 i9
ゲームア レーショ3,786億円10
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国内売り上げランキングにおいて増加する中国タイトル

以下は、最新AppStore売り上げランキング丁OP50(2021年 11月 8日現在)タイトルリス
トですが、約40%を中国のゲームが占めています。ちなみに2020年の国内スマートフォン
グーム市場は約1兆2000億円になつていますが、そのうち約20%以上の売上げ (2000
億円以上)を中国のタイトルが占め、外貨獲得の有効なビジネスになつています。

国内スマートフォングームタイ‖レ売上げランキング

ゲームタイトル名 配信会社 配信国

1 パズル&ドラゴンズ
GungHo Online
Entertainment 日本

つ

こ モンスターストライク XFLAG 日本
『
Ｊ ウマ娘 プリティーダービー Cvqames 日本
４

． Fate/Grand Order Aniplex 日本
ｒ
Ｄ プロ里予]求スピリッツA KONAMI 日本
´
０ Genshin lrnpact(原:神 ) miHoYo 中国

フ転生したらスライムだつた件 魔王と竜の建国諄【まおりゆう】
BANDAI NAMCO
Entertainrnent 日本

ｏ
０ ドラゴンクエストウォーク SOUARE ENIX 日本

Ｑ

ン Knives Out(荒野行動 ) NetEase 中国

10 Pok6mon GO(ポケモンGo) Niantic 日本

11 Puzzles & Survival 3Tqames 中国

12 放置少女～百花練乱の萌姫たち～ C4GAMES 中国

13 デイズ
｀
ニーツイステットワンダーランド Aniplex 日本

14 マフィアシティ (Matta City:War of Underworld) Yotta 中国

15 あんさんぶるスターズ! !Music Happv Elements 中国

16 ロマンシングサガリ・ユニバース SQUARE ENIX 日本

17 ガーディアンテイルズ Konq Studios 韓 国

18 Honnescapes Playrix アイリレランド

19 三國志 真戦 Linqxi 中国

20 プロジェクトセカイカラフルステージ ! SEGA 日本

21 Aqe of Z Oriqins:ToDefense Camel 中国

22 三國志 覇道 Koei Tecmo 日本

う
ｊ



23 T00n Blast(トウーンブラスト) Peak トリレコ

24 LINEポコポコ LINE 日本

25 Gardenscapes Playrix アイリレランド

26 ;師子の如く～戦国覇王戦記～ Six Waves 中国

27 妖ll蚤ウォッチぷにぷに Level-5 日本

28 ラグナロクオリジン GungHo Online Entertainment 日本

29 実況パワフルプロ野球 KONAMI 日本

30 日替わり内室 Ujoy(32 qames) 中国

31 商人放浪記 37 games 中国

32 LifeAter NetEase 中国

33 新三國志 :育成型戦略シミュレーションゲーム Hero Enteftainment 中国

34 ラグナドール Grams 日本

35 LINE:ディズニーツムツム LINE 日本

36 Yu― GI― Oh!Duel Links KONAMI 日本

37 アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ BANDAI NAMCO Entertainmlent 日本

38 おねがい社長 ! IYAGAME 中国

39 PUBG MOBILE Krafton 韓国

40 ドラゴンクエストタクト SQUARE ENIX 日本

41 Lords Mobile: Tower Defense IGG 中国

42 Rise of Kingdoms一 万国覚醒― Lilith 中国

43 Identity V NetEase 中国

Playrix アイリレランド

45 Evertale(エバ
｀
一テイル) ZiqZaGame 日本

46 三ニノ[ヨ i Cross'VVorlds Netmarble 韓国

47 ステート・オブ・サバイバル KinqsGroup 中国

48 七つの大罪 光と闇の交戦 :グラクロ Netmarble 韓国

49 駅メモ! ―ステーションメモリーズ !― Gldash 日本

50 省営云鬼―じゃんたま― Yostar 中国

4

※中国は、中国企業の日本子会社による配信を含む

++lrisndom



年々増加する国内における中国企業の売上げとコンプライアンスの現状

中国のゲームタイトルは、多くの売り上げを上げていますが、一方資金決済法、特定商
取引法の有無について表記がまちまちで、我々がこれまで議連の場で何度か説明させ
ていただいているように、相変わらず国内法の順守も徹底していない状況です。高額課
金等未成年者の消費者相談の約40%が中国のタイトルによるもので (2021年 3月 21

日開催議連資料)、 コンプライアンス上不均衡な状態が続いています。

タイトル名 鞠発ノ出版 月商売上 (目安) 資金決済法表示有無

原神 miHoYo Limited(中 国) ショップ画面上に

特定商取引法・資金決済
法表記なし

荒野行動 NetEase Carnes(中 国 ) 15億円～20億円 ショップ画面上に

特定商取引法・資金決済
法表記なし

ガーディアン
テイルズ

Kong Studiost!nc.ノ

※Yosねrが日本での共同運営を担当
8億円 ショツプ画面|

特定商取引法
法表記あり

上に
・ 資金決済

放置少女 C40onned(中 国) 6億円～8億円 ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法表記なし
Xただし公式ページ上に
はあり

三國志 真戦 Qookka Entettainment Limited(中

国)鶏KTG社完全監修作品
3億円～8億円 ショツプ画面上に

特定商取引法・資金決済
法轟記あり

15億円～20億円

ｒ
Ｄ



パズル&サバイパル 37GAMES(中国) ショップ画面上に

特定商取引法・資金決済
法表記なし

マフィア・シティ YOT「A GAMES LiMITED(香港) 6億円～9億円 ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法表記なし

Age ofZ Camel Carms(中国) 4億円～5億円 ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法表記.な l」

PUBG MOB:LE 輌encent(中 国 ) 3億円～5億円 シヨツプ画面上に
特定商取引法 。資金決済
法表配あり

Rise of Kingdoms L血h Cames(中国) 4億円～5億円 ショップ画面上に
資金決済法の表記のみあ
り

アークナイツ Yostar(中 国) 3億円～7億円 ショップ画面上に
特定商取引法 。資金決済
法表配あり

NetEase Cames(中 国) 4億円～8億円 ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法表記なし
X為替レートの変更によ
り、ゲーム内で表示され
る金額と実際に支払う金
額が異なる場合がある、
という旨表記あり

ライフアフター 3億円～4億円 ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法表記なし

′
０

5億円～7億円

ldentW V

NetEase Cames(中国)



おねがい社長 ! 3億円～4億円 ショップ画面上に

特定商取引法 =資金決済
法表記なし

獅子の如 く Six Waves:nc.(香港) 2億円～3億円

雀魂 Vostar(中 国) 1億円～2億円

37games(中国)

※コピーライトとパプリッシュは
TOP:NCREASE CLOBAL LTD
(番港)

1億円～2億円 ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法豪記あり

日替わり内室 37games(中国) 2億円～3億円

新二団志 HK HERC)ENTERTAlNMENT
(香港)

※rrG社完全監修作品

2億円～3億円

ドラゴン&ガールズ
交響曲

CoolFadory Co"Ltd.
(中国法人日本支社)

′BluStar Carms Limmed(中 国)

1億円～2億円 ショップ画面上に
特定商取引法 。資金決済
法表配あり

ブルーアーカイブ 1億円～3億円 ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法表記なし

崩壊3rd miHoYo Limited(中 国) 1億円～2億円 ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法表記なし

フ

Hong Kong Just Carne Tё chnoio9y
Limlod.(香港)

ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法表記なし

ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法表記なし

商人放浪記

ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法表記あり

ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法表記あり

Yostar(中 国)



ウォーキング・デッ
ド R警薯)Play Lhnology Limitd

1億円～2億円 ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法表記なし

エビックセプン Sm“gat Megapo威 (運営は、
Yostar(中国))

1億円～2億円 ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法表記なし

天地の如く～激乱の
三国志～

Six Waves inc.(香 港 ) 1億円～2億円 ショップ画面上に
資金決済法の表記のみあ
り

コード:ド ラゴンプ
ラッド

six,oy Hong Kong Limited(香 港)

ノ配信は■n∝nt(中国)

1億円～2億円 ショップ画面上に
特定商取引法の表記のみ
あり
※資金決済法について
は、タイトル画面で表示
あり

三国覇王戦記 Six Waves lnc.(香 :港
) 1億円～2億円 ショップ画面上に

特定商取引法・資金決済
法表記なし

大三国志 WiNKING D:GITAL
EN▼ERTA:NMENT(開発は

Ne[ase Cames(中国))

1億円～2億円 ショップ画面上に
特定商取引法・資金決済
法表記なし

アズールレーン Yostar(中 国) 1億円～3億円 ショップ画面上に
特定商取引法 。資金決済
法表配あり

Lilm Games(中国 ) ショップ画面上に
特定商取引法 。資金決済
法表配あり

０
０

※参考URL:httpsi〃 game^i.daa.jノ

AFKア リーナ 1億円～3億円



中国企業のグーム広告と消費者の動向について

2021年3月の議連で以下のような説明させていただきました。

JOGAに寄せられた全国の消費者相談センターからの相談において、2020年は前年に
上ヒベて未成年者耳又消の本目言炎のイ牛斐女が2イ音なつている。そのうち41%が,毎タトのグームの
相談、その大半が中国のタイトルで、ほとんどの企業が未成年者取り消し等対応に応じ
ない、相談対応の窓国がないというものである。

また、未成年者や成年に対してゲームヘの興味を喚起するため
煽情的な表現を用いた広告が多い。

その後検証のため、経済産業省の仲介でJARO(日本広告審
査機構 )と情報共有を行いました。以下はその概要です。

オンラインゲームに関する本目言炎イ牛斐女は2019年から土曽カロイ頃向にあり、2020年の全商
品・サービスの相談件数の中で4番目の多さになつている。10代～30代の相談が多い。

相談内容は、「広告表現が1生的でかつ猟奇的で不適切である」「広告から受ける表現
とゲーム内容が異なつている」というものが最も多い。

国内ゲーム企業はコンプライアンス順守に努めていますが、以上のような状況が、未成年者

Ｑ
ノ

の高額課金 =ゲーム依存の助長につながると指摘されることを懸念しています。

寺
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日中間の市場進出難易度の格差について

オンライングームにおける中国企業の日本進出の増大と加速についてご
｀
説明しましたが、

一方中国市場において前述の版号は、中国資本が51%以上の中国法人でなけれ
ば申請ができないため、中国企業が日本市場に障壁もなく進出しているように、日本
企業は中国市場に進出することができません。

2021年 11月 時点、で中国のAppStoreで 中国企業にライセンスアウトをして配イ言して
いる国内タイトルもありますが全体の10%に満たない牙呈度で、そのうちライセンサーであ
る当該日本企業が受け取れる収益 (ライセンス料)はその一部に留まつています。

スマー トフォンゲーム市場における日中間の取引についての課題認識共有
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日中間の貿易格差是正に対するイコールフツテイングのための提案

①AppleやGoogle等スマートフォンプラットフォーム事業曜之;1菫:携を区lつて
オミ問i題に耳又り糸且んでいけるようご形さ言寸いただきたい

ビジネスにおけるイコールフッティングに珂又り糸且んでいる
'1青幸展メ共ラ有を栢請寸いただきたい

体、企業との

ビジネスにおけるイコールフッティング対策を議論できるような官民の協議
の場を検言寸いただきたい

以上、何卒よろしくお願いいたします。
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オンライングームビジネスにおけるこのような著しい4て均イ臭Iの現‖犬をご里角翠
いただき、国内における有委女のコンテンツ産業:であるオンラインゲームの今
後の発展のために本課題に対して以下のような提案をさせていただきます。


